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▲あずき色

見本医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
の
割
合

　

病
院
等
で
受
診
し
た
際
の
窓
口

負
担
割
合
は
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
１
割
ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

　

３
割
負
担
の
方
で
、
申
請
に
よ

り
負
担
割
合
が
１
割
に
変
更
で
き

る
方
に
は
、
６
月
に「
基
準
収
入
額

適
用
申
請
書
」を
送
付
し
ま
し
た

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

７
月
10
日（
火
）ま
で
に
住
民
課
国

保
年
金
班
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
の
再
発
行

　

被
保
険
者
証
を
紛
失
し
た
り
、

誤
っ
て
破
い
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、

被
保
険
者
証
を
再
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運

転
免
許
証
な
ど
）

・
印
か
ん

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　

所
得
が
低
い
方（
※
低
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
）は
、
病

院
等
で
の
窓
口
負
担
の
上
限
が
低

く
抑
え
ら
れ
、
入
院
時
の
食
事
や

居
住
費
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
認
定
証
が
交
付
さ
れ
て

い
る
方
で
今
年
度
も
低
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
に
は
、
被

保
険
者
証
と
新
し
い
認
定
証
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
月
に
よ
り
同
封
さ

れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
同
封
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

住
民
課
国
保
年
金
班
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る

方
で
、
新
た
に
認
定
証
の
交
付

を
希
望
す
る
方
は
、
住
民
課
国

保
年
金
班
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

認
定
証
は
申
請
日
の
月
の
初
日

か
ら
有
効
で
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

※
低
所
得
者
Ⅰ

　

 
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、

そ
の
世
帯
全
員
の
個
々
の
所
得

（
年
金
収
入
は
控
除
額
を
80
万

円
と
し
て
計
算
）が
０
円
と
な

る
方

※
低
所
得
者
Ⅱ

　

 

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

方（
低
所
得
者
Ⅰ
以
外
の
方
）

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

免
除
・
猶
予
の
種
類

❶
免
除（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）制
度

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
は
、
保
険
料
が
全
額
ま
た

は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

※ 

一
部
免
除
は
、
減
額
さ
れ
た
保

険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納
と

な
り
ま
す
。

❷
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配

偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
は
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
期
間（
受
給
資
格
期
間
）に
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
猶
予
分
を
10
年
以

内
に
納
付（
追
納
）す
る
と
、
年
金

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

対
象
期
間

　

平
成
30
年
度
分（
平
成
30
年
７

月
〜
平
成
31
年
６
月
）の
免
除
・

猶
予
申
請
を
７
月
か
ら
受
付
し
て

い
ま
す
。
申
請
日
か
ら
、
原
則
過

去
２
年
１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申

請
で
き
ま
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

個
人
番
号
が
分
か
る
も
の（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知

カ
ー
ド
等
）も
し
く
は
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年
金

手
帳
等
）

・
印
か
ん

・ 

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
離

職
票
等
の
写
し（
失
業
に
よ
る

申
請
の
方
）

学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例

制
度
の
申
請
を

　

平
成
30
年
度
分（
平
成
30
年
４

月
〜
平
成
31
年
３
月
）の
学
生
納

付
特
例
申
請
を
受
付
し
て
い
ま
す
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

個
人
番
号
が
分
か
る
も
の（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知

カ
ー
ド
等
）も
し
く
は
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年
金

手
帳
等
）

・
印
か
ん

・ 

学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）ま
た
は
在

学
証
明
書

※ 

審
査
は
日
本
年
金
機
構
で
行
わ

れ
、
後
日
、
承
認
ま
た
は
却
下

通
知
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
切
替

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
切
替

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料  

免
除
・
猶
予
制
度

免
除
・
猶
予
制
度

８
月
か
ら

　

８
月
１
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
新
し
い
被
保
険
者
証（
あ
ず
き
色
）が
、

７
月
末
日
ま
で
に
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
住
民
課
国
保
年
金

班
へ
返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
使
用
で
き
な
い
よ
う
裁
断
し
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

８
月
に
な
っ
て
も
被
保
険
者
証
が
届
か
な
い
方
や
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
方
は
、
住
民
課
国
保

年
金
班
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

収
入
の
減
少
や
失
業
等
の
経
済
的
理
由
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
が「
免
除
」ま
た
は「
猶

予
」さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

2018.7.1 4


